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「自分だけは大丈夫」と
思っていませんか？

～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」、「子ども・若者サポート情報」より引用・抜粋～

【ひとこと助言】
・靴やサンダル、衣類の裾などが挟み込まれないように、黄色い線の内側に立ちましょう。傘の先や
杖などがステップの溝に挟まって抜けなくなる場合もあるので注意しましょう。

・エスカレーターでの転倒は、死亡や重篤な事故に至るケースもあり注意が必要です。

《事例１》スーパーで下りエスカレーターに乗っている際、前方の人が転倒しエスカ
　　　　レーターが緊急停止した。その際に、後ろに倒れてひじと頭を強打した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７０歳代）

【ひとことアドバイス】
・ネット通販等の通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件に
ついての特約があればそれに従うことになります。

・特約がない場合は、商品を受け取った日を含む８日以内であれば、消費者が送料を負担し返品でき
ます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられていることがあります。商品を受け取ったらす
ぐに中身を確認しましょう。

娘が通販サイトでジャージを注文した。届いた商品は、ロゴマークの色を間違えて
注文してしまっていた。サイトには「クーリング・オフはない。返品は送料自己負
担」との記載がある。今回は明らかに自己都合の返品になるとは思っているが、本
当にクーリング・オフできないのか？　　　　　　　　　　　（当事者：高校生）

暮らしサポート

司法書士による無料相談

《事例２》夫が、家電量販店の下りエスカレーターで転倒し、頭が下になった状態で
　　　　転がってしまった。幸い一緒にいた娘とほかの客が支えたので、おしりの
　　　　打撲だけで済んだ。使用している杖がどこかに挟まったのかもしれない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８０歳代）
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　村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
　消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
　県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９

消費生活に関する相談は

粗大ごみ収集日以外でも、江戸崎地方衛生土木組合（稲敷市高田４２４・☎０２９－８９２－２８４１）では、年間を
通して粗大ごみの持ち込みが可能です。是非ご利用ください。（１００ｋｇまで無料）
粗大ごみ収集日以外でも、江戸崎地方衛生土木組合（稲敷市高田４２４・☎０２９－８９２－２８４１）では、年間を
通して粗大ごみの持ち込みが可能です。是非ご利用ください。（１００ｋｇまで無料）

各家庭で出た粗大ゴミ（事業系ゴミ、産廃等は除く）の収集を、次の日程で行います。
変更や中止となる場合、村ホームページ等でお知らせいたします。

▲

収集日時 １１月１０日（日）、１１月１７日（日）
　　　　　　両日とも午前８時３０分～１１時３０分、午後0時３０分～２時３０分▲

収集場所　美浦村大山水防拠点駐車場(大山スロープ近く)
※会場へ入るときは、一部規制を行います。係員の指示に従ってください。
※ドクターヘリや緊急車両が使用する場合、一時的に入場不可となる場合があります。
※会場準備および開催に伴い、１１月９日～１０日、１６日～１７日は大山水防拠点駐車場は閉鎖します。
※例年、初日の午前中が大変混雑しております。状況によっては入場制限がかかる場合がございます。
　混雑緩和のため、可能な限り、割り当て日時（回覧裏面参照）にお越しいただくようお願いいたします。

収集しないごみ収集しないごみ

粗大ごみを運搬する手段が無くてお困りの場合は、有料で自宅まで収集に伺います。その際に解体作業が
必要な場合は、別途料金がかかります。自宅収集は事前申し込みとなります。▲

受付期間 １０月２８日（月）～１１月７日（木）※土・日・祝日を除く▲

回収期間 １１月１１日（月）～１８日（月）※土・日を除く▲

料金内訳　車両１台につき運搬費５，０００円、解体費３，０００円▲

申込・問合せ　美浦村シルバー人材センター☎０２９－８８６－０００７

有料で自宅回収します有料で自宅回収します

生
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安■問合せ　生活安全課☎０２９－８８５－０３４０（内）２１４・２１５■問合せ　生活安全課☎０２９－８８５－０３４０（内）２１４・２１５

１１月１０日・１１月１７日
粗大ごみを収集します
１１月１０日・１１月１７日
粗大ごみを収集します

エアコン（室外機含む）・テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）・冷蔵庫・冷凍庫
・洗濯機・衣類乾燥機
※買い替えの場合は買い替え店、処分のみの場合は購入店にご相談ください。遠
方である等の事情で購入店に依頼出来ない場合は、回収協力店（ケーズデンキ
稲敷店・稲敷江戸崎店）にご相談ください。いずれの場合でも家電リサイクル
料及び収集運搬料が必要となります。

家電製品のうち、縦１５ｃｍ、横３０ｃｍ未満の物
※上記の物は、役場庁舎等に設置された小型家電回収ボックスに入れてください。

家庭電化製品以外の電動機・バイク・タイヤ・バッテリー・ボイラー・浴槽・陶
器・コンクリートブロック類・建築廃材・農薬の缶など
※上記の物は、販売店に引取を依頼するか、該当する廃棄物処理業者に処理を依
頼してください。

マルチフィルム・肥料袋・苗箱・施設用ビニールなど
※詳しくは各農協または役場経済課までお問い合わせください。

プロパンガスボンベ・消火器など

家電リサイクル法
対象物

危険物

その他

農業用ビニール等

使用済小型家電
リサイクル対象物


